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283億 1,822万 8,953円

192億 8,123万 5,496円

90億 3,699万 3,457円

24億 3,223万 3,125円

1億 3,763万 7,856円

26億 5,341万 8,782円

8,308万 1,813円

1億 1,284万 9,750円

1,961万 4,841円

877万 7,369円

1億 4,700万 0,553円

1億 7,875万 8,246円

1,405万 5,480円

725万 7,641円

1,316万 5,674円

182万 2,346円

694万 4,358円

25億 6,724万 1,445円

4億 0,134万 4,481円

2,306万 3,614円

1億 9,240万 6,881円

3,631万 9,202円

270億 0,228万 7,272円

182億 7,990万 9,523円

87億 2,237万 7,749円

23億 4,638万 0,119円

1億 3,117万 9,076円

26億 5,341万 8,782円

7,037万 0,592円

1億 0,826万 7,962円

1,722万 7,598円

548万 6,110円

1億 4,690万 4,954円

1億 7,867万 3,957円

1,188万 2,338円

629万 5,978円

836万 8,507円

90万 4,378円

449万 2,942円

24億 5,230万 1,255円

3億 5,695万 1,476円

40万 5,000円

1億 9,088万 8,105円

3,197万 8,620円

13億 1,594万 1,681円

10億 0,132万 5,973円

3億 1,461万 5,708円

8,585万 3,006円

645万 8,780円

0円

1,271万 1,221円

458万 1,788円

238万 7,243円

329万 1,259円

9万 5,599円

8万 4,289円

217万 3,142円

96万 1,663円

479万 7,167円

91万 7,968円

245万 1,416円

1億 1,494万 0,190円

4,439万 3,005円

2,265万 8,614円

151万 8,776円

434万 0,582円

国民健康保険特別会計

国民健康保険直診勘定特別会計

老人保健医療特別会計

谷汲中央診療所特別会計

大和簡易水道特別会計

脛永簡易水道特別会計

市場簡易水道特別会計

谷汲簡易水道特別会計

北部簡易水道特別会計

北方財産区特別会計

大和財産区特別会計

谷汲財産区特別会計

長瀬財産区特別会計

横蔵財産区特別会計

農業集落排水事業特別会計

公共下水道事業特別会計

杉原地域土地取得等特別会計

個別排水事業特別会計

観光事業特別会計

内 訳 歳入決算額 歳出決算額 差 引 残 額

地方交付税
%

諸収入
%

繰越金
%

繰入金
%

町税
%

町債
%

国庫支出金
%

公債費
%

教育費
%

土木費
% 衛生費

%

民生費
%

総務費
%

決 算 総 額

一 般 会 計

特 別 会 計

1億 6,978万 0,315円

2億 4,399万 6,423円

1億 5,427万 8,899円

2億 5,007万 6,250円

内 訳 歳入決算額 歳出決算額

上水道事業会計（収益的）

上水道事業会計（資本的）

9月6日（木）から14日（金）まで開かれた平成19年第7回揖斐川町議会定例会で、平成18年度一般会計および特別
会計の決算が原案どおり認定されました。
平成18年度決算について皆さんにお知らせします。

ふれあいトンネル整備事業 6億0,011万9,200円
谷汲統合小学校建設事業 8億5,730万7,560円
藤橋温泉整備事業 9億2,739万8,850円
公営住宅建設事業 3億8,904万7,050円
放送通信ネットワーク整備事業 7億1,401万4,346円
久瀬診療所改修事業 2億0,838万9,015円

平成18年度の主な事業

一般会計
歳出総額

2億 0万
3円

一般会計
歳入総額

2億 3万
6円
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30億 9,925万 3,278円

1億 7,675万 6,610円

1億 7,491万 3,867円

6,147万 7,602円

1,111万 1,831円

12億 3,225万 1,836円

8億 0,701万 6,974円

17億 4,790万 1,460円

52億 8,637万 3,000円

3億 9,652万 9,339円

1,168万 0,000円

1,156万 3,000円

988万 5,000円

2億 4,027万 2,000円

2,833万 6,770円

1億 1,307万 3,000円

8,364万 6,000円

374万 5,000円

13億 8,062万 7,837円

8億 8,302万 1,092円

35億 2,180万 0,000円

192億 8,123万 5,496円

町 税

分担金および負担金

使用料および手数料

財 産 収 入

寄 付 金

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

地 方 交 付 税

地 方 譲 与 税

利子割交付金

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

自動車取得税交付金

地方特例交付金

交通安全対策特別交付金

国 庫 支 出 金

県 支 出 金

町 債

内 訳 歳 入 額

自

主

財

源

依

存

財

源

一般会計歳入総額

1億 5,548万 8,392円

42億 1,503万 7,189円

23億 7,046万 4,093円

21億 4,906万 9,126円

12億 3,955万 7,766円

5億 1,607万 2,517円

15億 8,772万 2,384円

6億 4,338万 9,037円

29億 8,968万 7,991円

1億 7,430万 1,712円

22億 2,646万 9,316円

1,265万 0,000円

182億 7,990万 9,523円

議 会 費

総 務 費

民 生 費

衛 生 費

農 林 水 産 業 費

商 工 費

土 木 費

消 防 費

教 育 費

災 害 復 旧 費

公 債 費

諸 支 出 金

内 訳 歳 出 額

一般会計歳出総額

地方譲与税等
4.7%

地方交付税地方交付税
27.4%%

諸収入諸収入
9.1%%

繰越金繰越金
4.2%%

繰入金繰入金
6.4%%

町税町税
16.1%%

町債町債
18.3%%

国庫支出金国庫支出金
7.2%%

地方交付税
27.4%

諸収入
9.1%

繰越金
4.2%

繰入金
6.4%

諸支出金
0.1%

寄付金
0.1%

財産収入
0.3%

使用料および手数料
0.9%

分担金および負担金
0.9%

町税
16.1%

町債
18.3%

国庫支出金
7.2%

県支出金
4.6%

災害復旧費
1.0%

議会費
0.9%

公債費公債費
12.2%%

教育費教育費
16.4%%

土木費土木費
8.7%% 衛生費衛生費

11.8%%

民生費民生費
13.0%%

総務費総務費
23.1%%

公債費
12.2%

教育費
16.4%

消防費
3.5% 土木費

8.7%

商工費
2.8%

農林水産業費
6.8%

衛生費
11.8%

民生費
13.0%

総務費
23.1%

議会の運営に 

一般的な事務に 

福祉の充実に 

健康づくりや清掃に 

農林業などの振興に 

商工業や観光の振興に 

道路や河川の整備に 

消防や防災に 

生涯教育や学校教育に 

 

借入金の返済に 

一般会計一般会計
歳出総額歳出総額

1822億7,9900万
9,5233円

一般会計
歳出総額

182億7,990万
9,523円

一般会計一般会計
歳入総額歳入総額

1922億8,1233万
5,4966円

一般会計
歳入総額

192億8,123万
5,496円

依
存
財
源
62%

自
主
財
源
3
8%

ゴルフ場利用税交付金
自動車取得税交付金
地方特例交付金
交通安全対策特別交付金

地方譲与税
利子割交付金
配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金
地方消費税交付金

※グラフ中の割合については小数第2位で四捨五入していますので、
合計が合わない場合があります。
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揖揖
斐
川川
町町
放放
送送
通通
信信
セ
ン
タ
ー

か
ら
の
お
知知
ら
せ

揖
斐
川
町
放
送
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

施
設
利
用
料
の
口
座
振
替
に
つ
い
て

施
設
利
用
料
（
１
０
５
０
円
／
月
）

初
回
の
引
落
し
は
、
利
用
料
起
算
日
の
翌

月
２５
日
に
ご
指
定
の
金
融
機
関
口
座
か
ら
自

動
振
替
し
ま
す
。

初
回
は
、
加
入
金
の
ほ
か
に
、
無
料
期
間

が
終
了
し
た
月
の
日
割
分
と
、
無
料
期
間
が

終
了
し
た
月
か
ら
近
い
３
月
ま
た
は
９
月
ま

で
の
利
用
料
を
口
座
か
ら
自
動
振
替
し
ま
す
。

２
回
目
以
降
は
、
４
月
２５
日
（
４
月
〜
９

月
分
）
と
１０
月
２５
日
（
１０
月
〜
３
月
分
）
に

半
年
分
ず
つ
施
設
利
用
料
を
口
座
か
ら
自
動

振
替
し
ま
す
。

※
金
融
機
関
が
休
日
の
場
合
は
翌
営
業
日

◎
通
帳
の
通
信
欄
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
載

さ
れ
ま
す
。

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
（
旧
郵
便
局
）、岐
阜
銀
行
以

外
の
金
融
機
関
の
場
合

「
イ
ビ
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
」

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
（
旧
郵
便
局
）、岐
阜
銀
行
の

場
合

「
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
利
用
料
」

多
チ
ャ
ン
ネ
ル
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利

用
料
に
つ
き
ま
し
て
は
、
大
垣
ケ
ー
ブ
ル
テ

レ
ビ
よ
り
別
途
、
毎
月
引
落
し
が
あ
り
ま
す
。

【
お
問
い
合
せ
先
】
揖
斐
川
町
放
送
通
信
セ

ン
タ
ー（
情
報
政
策
課
）℡
２
１
‐
３
１
７
１

生
活
保
護
世
帯
の
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ

加
入
金
・
施
設
利
用
料
に
つ
い
て

揖
斐
川
町
放
送
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
に
加
入
さ
れ
る
方
は
加
入

金
と
施
設
利
用
料
が
減
免
さ
れ
ま
す
。

但
し
、
減
免
を
受
け
る
に
は
申
請
に
よ
り

町
長
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

■
加
入
金
の
減
免

５
２
５
０
０
円

↓

２
６
２
５
０
円

（
平
成
１９
年
３
月
３１
日
ま
で
に
加
入
済
み
の

方
は
除
き
ま
す
。）

■
施
設
利
用
料
の
減
免

１
０
５
０
円
／
月

↓

５
２
５
円
／
月

よ
く
あ
る
ご
質
問
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ．

今
ま
で
の（
ア
ナ
ロ
グ
）テ
レ
ビ
で
ケ
ー

ブ
ル
テ
レ
ビ
を
見
ら
れ
ま
す
か
？

Ａ．

２
０
１
１
年
７
月
２４
日
ま
で
は
、
今
ま

で
ど
お
り
ア
ナ
ロ
グ
放
送
を
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
そ
れ
以
降
は
完
全
に
地
上
デ
ジ
タ

ル
放
送
に
変
わ
る
た
め
、
何
ら
か
の
対
応
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

Ｑ．

今
ま
で
の
（
ア
ナ
ロ
グ
）
テ
レ
ビ
で
、

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
は
視
聴
で
き
ま
せ
ん

か
？

Ａ．

地
上
デ
ジ
タ
ル
チ
ュ
ー
ナ
ー
等
の
機
器

を
接
続
す
る
こ
と
で
、
今
ま
で
の
（
ア
ナ
ロ

グ
）
テ
レ
ビ
を
利
用
し
て
視
聴
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
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子
育育
て
支
援
の
お
知知
ら
せ

【
揖
斐
川
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
】

上
南
方
１
９
３

℡
２
３
‐
１
１
３
６

■
利
用
対
象

町
内
在
住
の
未
就
園
児
親
子

（
祖
父
母
可
）

■
休

館

日

祝
日
、
土
、
日
曜
日

■
開
所
時
間

９
時
〜
１６
時

●
♪
印
の
あ
る
活
動
は
要
予
約
で
す
。

●
月
曜
日
は
、
育
児
相
談
日
（
Ｍ
Ｉ
Ｌ
Ｋ
の
日
）
で
す
。
担

当
者
が
対
応
い
た
し
ま
す
。

●
１２
月
の
行
事
の
予
約
受
付
期
間
は
、
１１
月
２１
日
�
１３
時
か

ら
１１
月
２８
日
�
１６
時
ま
で

●
予
約
受
付
場
所
…
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
事
務
所

１２
月
１８
日
�
ク
リ
ス
マ
ス
会
（
定
員
こ
ど
も
７０
名
）

申
込
受
付
…
１１
月
２１
日
�
１３
時
〜
定
員
に
な
り
次
第
〆
切

申
込
用
紙
…
１１
月
ぴ
っ
こ
ろ
だ
よ
り
添
付

【
か
す
が
保
育
園
地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
】

春
日
小
宮
神
１
０
７
１

℡
５
７
‐
２
３
１
９

毎
週
火
曜
日
（
園
庭
開
放
日
）

９
時
３０
分
〜
１１
時
３０
分

毎
週
木
曜
日（
コ
ア
ラ
ち
ゃ
ん
の
日
）

９
時
３０
分
〜
１１
時
３０
分

『料理教室に挑戦！』（９月２７日）
春日モリモリ村保健センターへ１３組の親子が集まりました。
栄養士さんの指導で４品をつくりました。

揖斐川町の幼児園、保育園の子育て支援！（かすが保育園以外）
＊園庭開放をしていますので遊びに行きましょう。
期日：第２水曜日…１１月１４日�

第４水曜日…１１月２８日�
時間：午前９時３０分～１１時３０分

揖
斐
川
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
だ
よ
り

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
で
は
、
高
齢

者
を
対
象
に
短
期
講
習
を
実
施
し
ま
す
。

会
員
以
外
の
方
も
対
象
と
し
て
お
り
、

受
講
者
を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

※
講
習
内
容

緑
地
管
理

（
剪
定
な
ど
）

※
受
講
対
象
者

健
康
で
働
く
意
欲
の
あ

る
６０
歳
代
前
半
層
の
方

※
募
集
定
員

２０
名（
申
込
者
多
数
の
場

合
は
抽
選
）

※
申
込
み
締
切
日

１１
月
２０
日
�
必
着

※
講
習
の
期
間

１２
月
４
・
５
・
６
・
７

日
の
４
日
間
を
予
定
（
詳
細
は
セ
ン

タ
ー
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。）

※
講
習
参
加
費

受
講
料
は
無
料

※
講
習
会
場

旧
谷
汲
小
学
校
を
予
定

※
申
込
み
先

揖
斐
川
町
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー
事
務
局
へ
電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・

郵
送
等
で
申
込
み
下
さ
い
。

〒
５
０
１
‐
０
６
０
３

揖
斐
川
町
上
南
方
１
９
３
番
地

※
問
い
合
わ
せ
先

揖
斐
川
町
シ
ル
バ
ー

人
材
セ
ン
タ
ー

℡
２
３
‐
０
９
０
７

FAX
２
３
‐
０
９
１
３

岐
阜
県
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
連
合
会

℡
０
５
８
‐
２
４
９
‐
０
２
２
８

◎
１１
月
の
入
会
説
明
会
・
登
録
会
を
次
の

と
お
り
実
施
し
ま
す
。
お
気
軽
に
お
越

し
下
さ
い
。

入
会
説
明
会

第
１
回

１１
月
５
日
�
１０
時
〜

第
２
回

１１
月
１９
日
�
１０
時
〜

登
録
会

１１
月
２６
日
�
１０
時
〜

会
場

揖
斐
川
町
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー

内

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

【
お
問
い
合
せ
先
】揖
斐
川
町
シ
ル
バ
ー

人
材
セ
ン
タ
ー

℡
２
３
‐
０
９
０
７

１１月センタールーム活動（時間：１０：００～１１：３０）
（おやつ指導のみ１１時開始）

金 教室
２
子子育育てて教教室室
メメリリーーぐぐみみ３３回回目目

９
フフリリーー

１６
保保健健セセンンタターー
１１歳歳児児教教室室

２３
祝祝 勤勤労労感感謝謝のの日日

３０
子子育育てて教教室室
メメリリーーぐぐみみ４４回回目目

木
１ ♪♪
親親子子体体操操
河河村村ええりり子子先先生生

８
フフリリーー

１５
先先生生ととああそそぼぼ！！

２２
フフリリーー

２９
フフリリーー

水 交流日

７
ささくくららんんぼぼ
００歳歳児児交交流流

１４
いいちちごご
１１歳歳児児交交流流

２１
りりんんごご
２２・・３３歳歳児児交交流流

２８
フフリリーー

火

６ ♪♪
音音楽楽リリズズムム
雨雨森森・・岡岡部部先先生生

１３ ♪♪
誕誕生生会会
おお話話ルルーームム

２０ ♪♪
おおややつつ指指導導
おお茶茶持持参参

２７ ♪♪
ベベビビーーママッッササーージジ
４４ヶヶ月月～～１１００ヶヶ月月

月 相談日

５ MMIILLKKのの日日
育育児児相相談談

１２ MMIILLKKのの日日
育育児児相相談談
♪♪リリーースス作作りり

１９ MMIILLKKのの日日
育育児児相相談談
♪♪料料理理教教室室

２６ MMIILLKKのの日日
育育児児相相談談
発発育育測測定定

リズム遊び
園庭開放日
誕生会（揖斐川子育て支援センターにて）
先生とあそぼ！（揖斐川子育て支援センターにて）
料理教室（春日保健センターにて）
園庭開放日
室内遊び
園庭開放日
お話ルーム

１日�
６日�
１３日�
１５日�
１９日�
２０日�
２２日�
２７日�
２９日�

▲剪定作業を学ぶ会員の皆さん▲昨年の講習会の様子
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国国
民民
健健
康康
保保
険険
の
お
知知
ら
せ

毎
月
、
ご
相
談
の
あ
り
ま
し
た
主
な
内
容

に
つ
い
て
Ｑ
＆
Ａ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

Ｑ
、
保
険
証
が
届
き
ま
し
た
が
、
有
効
期
限

は
ど
う
し
て
、
平
成
２０
年
３
月
３１
日
ま
で

な
の
で
し
ょ
う
か
。

Ａ
、
今
回
の
保
険
証
の
有
効
期
限
は
、
平
成

２０
年
３
月
３１
日
ま
で
で
す
。

こ
れ
は
、来
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
る「
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
」
に
よ
り
、
原
則
７５

歳
以
上
の
高
齢
者
が
、
国
保
の
被
保
険
者

か
ら
脱
退
さ
れ
る
こ
と
や
、
退
職
者
医
療

制
度
の
年
齢
制
限
の
引
き
下
げ
（
現
在
７５

歳
以
下
か
ら
６５
歳
以
下
）
に
よ
り
、
大
き

く
制
度
が
変
わ
る
た
め
で
す
。
尚
、
次
回

の
更
新
は
、
平
成
２０
年
３
月
下
旬
に
行
い
、

平
成
２１
年
９
月
末
ま
で
の
有
効
期
限
の
予

定
で
す
。

Ｑ
、
病
院
に
入
院
し
ま
し
た
の
で
、
保
険
証

を
分
け
れ
ま
せ
ん
か
。

Ａ
、
保
険
証
は
、
一
世
帯
で
１
枚
が
原
則
と

な
っ
て
い
ま
す
が
、
病
院
等
に
一
時
的
に

入
院
さ
れ
る
場
合
、
遠
隔
地
の
特
例
と
し

て
、
保
険
証
を
入
院
期
間
を
限
度
に
分
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
役
場
住
民
課

ま
た
は
、
お
近
く
の
振
興
事
務
所
で
お
手

続
き
く
だ
さ
い
。
（
必
要
な
も
の

被
保

険
者
証
・
認
印
）

Ｑ
、
母
が
施
設
に
入
所
す
る
予
定
（
住
民
異

動
を
し
ま
す
。）で
す
が
、
保
険
証
は
、
ど

の
町
で
加
入
す
る
の
で
す
か
。

Ａ
、
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
な
ど
に
よ
っ

て
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
に
入
所
し
、

他
の
市
町
村
に
転
出
さ
れ
た
場
合
、
例
外

的
に
入
所
前
に
居
住
し
て
い
た
市
町
村
が

保
険
者
と
な
り
ま
す
。
こ
の
制
度
を
「
住

所
地
特
例
」
と
い
い
、
引
き
続
き
保
険
者

は
、
「
揖
斐
川
町
」
と
な
り
ま
す
。
た
だ

し
、
入
所
前
に
対
象
者
が
一
人
世
帯
で
な

か
っ
た
場
合
は
、
入
所
後
に
一
世
帯
と
し

て
み
な
さ
れ
、
国
保
税
は
別
々
に
納
め
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

Ｑ
、
国
保
税
は
、
ど
う
し
て
前
年
の
所
得
で

計
算
す
る
の
で
す
か
。

Ａ
、
会
社
等
の
社
会
保
険
制
度
で
は
、
毎
月

の
給
料
が
は
っ
き
り
わ
か
っ
て
い
ま
す
の

で
、
給
与
額
に
応
じ
て
社
会
保
険
料
が
差

し
引
か
れ
ま
す
。
し
か
し
、
国
民
健
康
保

険
は
、
主
に
農
業
や
自
営
業
者
等
を
対
象

に
し
て
お
り
、
毎
月
の
収
入
額
が
わ
か
り

ま
せ
ん
。
よ
っ
て
、
住
民
税
等
の
申
告
に

よ
り
、
所
得
を
把
握
し
て
い
ま
す
の
で
、

前
年
の
所
得
で
課
税
す
る
制
度
と
な
っ
て

い
る
た
め
で
す
。

Ｑ
、
納
税
通
知
書
が
届
き
ま
し
た
が
、
そ
の

後
、
再
度
、
納
税
通
知
書
が
届
き
ま
し
た
。

ど
う
し
て
で
す
か
。

Ａ
、
納
税
通
知
書
が
２
通
届
く
の
は
、
次
の

場
合
で
す
。

・
本
人
の
申
告
や
町
の
調
査
に
よ
っ
て
、
申

告
所
得
が
変
更
に
な
っ
た
と
き
。

・
年
度
の
途
中
で
、
国
保
へ
の
加
入
ま
た
は

脱
退
が
あ
り
、
増
額
減
額
と
な
っ
た
と
き
。

・
年
度
を
遡
っ
て
国
保
に
加
入
さ
れ
た
と
き
。

以
上
の
場
合
で
す
。

【
お
問
い
合
せ
先
】
揖
斐
川
町
役
場
住
民
課

℡
２
２
‐
２
１
１
１

岐岐
阜阜
県県
後後
期期
高高
齢齢
者
医医
療療
広広
域域
連
合合

か
ら
の
お
知知
ら
せ

平
成
２０
年
４
月
か
ら
新
た
に
「
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
」
が
始
ま
り
ま
す
。

こ
の
新
し
い
医
療
制
度
の
運
営
は
、
県
内

の
全
て
の
市
町
村
が
加
入
す
る
「
岐
阜
県
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
」
が
行
い
、
お
住

ま
い
の
「
市
町
村
」
で
窓
口
業
務
を
行
い
ま

す
。
現
在
、
こ
の
新
し
い
医
療
制
度
の
開
始

に
伴
い
、
市
町
村
と
広
域
連
合
で
協
力
し
て

準
備
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。

次
の
と
お
り
対
象
と
な
る
全
て
の
皆
さ
ん

に
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
移
行
確
認

を
い
た
し
ま
す
。
対
象
と
な
る
皆
さ
ん
の
ご

理
解
、
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま

す
。

【
障
害
認
定
者
に
対
す
る
制
度
の
移
行
確
認

に
つ
い
て
】

■
対
象
と
な
る
方

６５
歳
以
上
７５
歳
未
満
の

障
害
認
定
に
よ
る
老
人
保
健
受
給
者
証
を

お
持
ち
の
方

■
目
的

現
在
、
６５
歳
以
上
７５
歳
未
満
の
障

害
認
定
に
よ
る
老
人
保
健
受
給
者
証
を
お

持
ち
の
方
は
、
平
成
２０
年
４
月
か
ら
は
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し
ま
す
。
現

在
ご
加
入
の
国
民
健
康
保
険
や
社
会
保
険

な
ど
の
医
療
保
険
を
継
続
す
る
こ
と
も
で

き
る
た
め
確
認
い
た
し
ま
す
。

■
確
認
の
た
め
の
文
書
の
送
付
時
期

１１
月

中
旬
を
予
定

【
お
問
い
合
せ
先
】
岐
阜
県
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合

℡
０
５
８
‐
３
８
７
‐
６
３
６
８

揖
斐
川
町
役
場
住
民
課

℡
２
２
‐
２
１
１
１
（
内
線
１
６
２
）

社
会
保保
険険
料料
（
国国
民民
年
金
保保
険険
料料
）

控控
除
証
明明
書
に
つ
い
て

■
国
民
年
金
保
険
料
は
、
全
額
が
社
会
保
険

料
控
除
（
非
課
税
）
の
対
象
で
す
。

■
確
定
申
告
の
際
に
１
年
間
の
納
付
額
を
申

告
す
る
と
き
は
、「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金

保
険
料
）控
除
証
明
書
」の
添
付
が
必
要
で
す
。

○
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控

除
証
明
書
」
は
社
会
保
険
庁
か
ら
送
付
さ

れ
ま
す
。

※
１１
月
上
旬
に
送
付
し
た
方

■
対
象
者

平
成
１９
年
１
月
１
日
か
ら
１０
月

１
日
ま
で
の
間
に
国
民
年
金
保
険
料
を
納

付
し
た
方

※
２０
年
２
月
上
旬
に
送
付
す
る
方

■
対
象
者

１１
月
上
旬
に
送
付
の
対
象
と
さ

れ
な
か
っ
た
方
で
、
平
成
１９
年
１０
月
２
日

か
ら
１２
月
３１
日
ま
で
の
間
に
国
民
年
金
保

険
料
を
納
付
し
た
方

国
民
年
金
保
険
料
は
世
帯
で
連
帯
し
て
納

付
国
民
年
金
保
険
料
は
、
被
保
険
者
本
人
だ

け
で
な
く
、
そ
の
世
帯
の
世
帯
主
及
び
配
偶
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揖揖
斐
川川
町町
臨臨
時
職職
員員
の
募募
集

次
の
と
お
り
、
臨
時
職
員
を
募
集
し
ま
す
。

◎
保
健
師

■
勤
務
先

揖
斐
川
保
健
セ
ン
タ
ー

■
募
集
人
員

１
名

■
応
募
資
格

５０
歳
未
満
の
保
健
師
免
許
取

得
者

■
選
考

面
接
試
験
を
実
施

■
採
用

平
成
１９
年
１２
月
１
日
か
ら

■
雇
用
期
間

平
成
２０
年
３
月
３１
日
ま
で

■
給
与

日
々
雇
用
職
員
の
雇
用
条
件
に
よ

る
■
勤
務
時
間

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
（
土
曜

日
・
日
曜
日
、
国
民
の
休
日
、
年
末
年
始

を
除
く
）
８
時
３０
分
〜
１６
時
３０
分

■
応
募
方
法

履
歴
書
（
市
販
の
用
紙
）
に

記
入
し
、
保
健
師
免
許
の
写
し
を
添
え
て
１１

月
１２
日
�
ま
で
に
役
場
政
策
広
報
課
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
せ
先
】
揖
斐
川
町
役
場
政
策
広

報
課

℡
２
２
‐
２
１
１
１

秋
のの
城
台台
山
公公
園
と
町町
並並
み

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
開開
催催
��

１１
月
３
日
�
に
城
台
山
公
園
、
揖
斐
の
町

並
み
を
お
楽
し
み
い
た
だ
け
る
ウ
ォ
ー
キ
ン

グ
が
開
催
さ
れ
ま
す
の
で
皆
さ
ん
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

■
日
時

１１
月
３
日
�

ス
タ
ー
ト

９
時
〜
１１
時

ゴ
ー
ル

１５
時
ま
で

■
場
所

揖
斐
川
町
役
場
（
ス
タ
ー
ト
・

ゴ
ー
ル
）

■
参
加
費

無
料

■
駐
車
場

揖
斐
川
町
役
場
駐
車
場
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
（
無
料
）

【
お
問
い
合
せ
先
】
揖
斐
川
町
役
場
商
工
観

光
課

℡
２
２
‐
２
１
１
１

第第
１１９９
回谷谷

汲
も
み
じ
ま
つ
り
開開
催催
��

今
年
で
第
１９
回
を
数
え
る
谷
汲
も
み
じ
祭

り
が
次
の
通
り
開
催
さ
れ
ま
す
。

当
日
は
岐
阜
県
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
る
「
谷
汲
踊
」
の
披
露
等
各

種
イ
ベ
ン
ト
、
町
内
農
産
物
・
日
間
賀
島
・

那
智
勝
浦
町
の
海
産
物
等
の
販
売
も
行
わ
れ

ま
す
。

■
日
時

１１
月
１１
日
�
９
時
〜
１６
時

■
場
所

町
営
谷
汲
門
前
駐
車
場
（
有
料
４

０
０
円
）

■
駐
車
場

揖
斐
川
町
営
門
前
駐
車
場
有
料

４
０
０
円
（
同
日
開
催
の
い
び
が
わ
マ
ラ

ソ
ン
と
両
会
場
を
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
（
無

料
）
が
運
行
さ
れ
ま
す
。）

【
お
問
い
合
せ
先
】
揖
斐
川
町
観
光
プ
ラ
ザ

℡
５
５
‐
２
０
２
０

秋
の
味味
覚覚
祭祭
り
が開開

催催
さ
れ
ま
す
！

秋
の
味
覚
祭
り
で
は
、
各
種
物
産
販
売
や

バ
ザ
ー
、
も
ち
つ
き
体
験
な
ど
が
予
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

■
日
時

１１
月
４
日
�
９
時
〜
１４
時

■
場
所

道
の
駅
夜
叉
ヶ
池
の
里
さ
か
う
ち

■
内
容

新
鮮
野
菜
、新
米（
コ
シ
ヒ
カ
リ
）

な
ど
の
物
産
販
売
や
と
ろ
ろ
ご
飯
、
と
ろ

ろ
そ
ば
、
ダ
チ
ョ
ウ
の
串
か
つ
、
し
し
汁

な
ど
の
バ
ザ
ー
が
あ
り
ま
す
。

【
お
問
い
合
せ
先
】
道
の
駅
夜
叉
ヶ
池
の
里

さ
か
う
ち

℡
５
３
‐
２
２
６
２

者
も
連
帯
し
て
納
付
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

ご
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た

場
合
は
、
そ
の
納
付
額
の
全
額
が
納
付
し
た

方
の
所
得
税
等
の
控
除
対
象
と
な
り
ま
す
の

で
、
こ
の
よ
う
な
場
合
は
年
末
調
整
等
の
手

続
き
の
際
に
ご
自
身
の
社
会
保
険
料
の
額
と

合
算
し
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
、

こ
の
場
合
は
、
ご
家
族
分
の
証
明
書
も
申

告
す
る
方
の
申
告
書
に
添
付
等
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
は
社
会
保
険
庁
か
ら
送
付

さ
れ
る「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」
に
記
載
さ
れ
る
お
問
い
合
わ

せ
先
に
お
願
い
し
ま
す
。

樽樽
見見
鉄鉄
道道
及
び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

の
ダ
イ
ヤ
が
一一
部部
変変
更更
と
な
り
ま
す
。

樽
見
鉄
道
の
時
刻
が
一
部
修
正
さ
れ
る
こ

と
に
伴
い
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
（
谷
汲
口

線
）の
時
刻
も
一
部
変
更
と
な
り
ま
す
。（
平

成
１９
年
１１
月
１
日
改
正
）

【
お
問
い
合
せ
先
】
揖
斐
川
町
役
場
企
画
課

℡
２
２
‐
２
１
１
１

コミュニティバス改正内容

改正

１８：３５

１８：４３

→

→

現行

１８：１０

１８：１８

区分

谷汲山発

谷汲口駅着

樽見鉄道改正内容

改正

１８：４６

１８：０７

１８：５４

改正

１８：０６

１８：５３

１７：５８

１８：４５

→

→

→

→

→

→

→

現行

１８：４８

－

１８：２２

現行

－

１８：５５

－

１８：１５

区分

樽見行き

大垣行き

区分

樽見行き

大垣行き

谷
汲
口
駅
着

高
科
駅
着
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美
し
い
ひ
だ
・
み
の
景景
観観
百百
選選
募募
集
中中

県
内
の
良
好
な
歴
史
・
伝
統
的
景
観
、自
然

的
景
観
、都
市
景
観
等
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

■
募
集
期
間

平
成
１８
年
３
月
１
日
�
〜
平

成
２０
年
２
月
２９
日
�

■
応
募
方
法

応
募
用
紙
（
募
集
チ
ラ
シ
の

裏
面
）
に
必
要
事
項
（
住
所
、氏
名
、景
観

の
名
称
、
所
在
地
等
）を
記
入
し
、
カ
ラ
ー

写
真
を
１
枚
添
え
て
郵
送
又
は
メ
ー
ル
。

■
応
募
先

県
庁
都
市
政
策
課（
〒
５
０
０
‐

８
５
７
０

岐
阜
市
薮
田
南
２
‐
１
‐
１
）

又
は
最
寄
り
の
県
土
木
事
務
所

■
参
考

百
選
に
選
ば
れ
た
方
に
は
、
記
念

品
を
贈
呈

【
お
問
い
合
せ
先
】
岐
阜
県
都
市
政
策
課

℡
０
５
８
‐
２
７
２
‐
１
１
１
１
（
内
線

３
７
５
６
）

http
://w

w
w
.pref.gifu.lg.jp/pref/s

1

1654/k
eik
an
/ch
ooses

100/h
y
ak
u
se

nbosyu.pdf

「
権権
現現
のの
森森
林林
」
づ
く
り
事
業
で

植植
樹
に
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
！

日
本
山
岳
会
岐
阜
支
部
で
は
、
揖
斐
川
上

流
域
に
あ
る
藤
橋
（
南
矢
中
谷
）
県
有
林
に

お
い
て
、
「
自
然
の
生
態
系
に
則
し
た
、
持

続
的
な
森
林
（
も
り
）
づ
く
り
」
を
目
指
し

て
、
荒
廃
し
た
森
林
の
再
生
の
た
め
に
植
樹

を
行
う
こ
と
、
森
林
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て

の
環
境
教
育
を
実
施
す
る
こ
と
を
目
的
に
、

住
民
と
研
究
者
が
協
働
し
て
『
揖
斐
川
流
域

住
民
に
よ
る
水
源
の
「
権
現
の
森
林
」
づ
く

り
』
事
業
で
、
左
記
の
と
お
り
植
樹
を
実
施

し
ま
す
の
で
、
参
加
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

■
日
時

１１
月
４
日
�
、
１１
月
１１
日
�

（
ど
ち
ら
か
１
日
で
も
よ
い
）

７
時
３０
分
か
ら
１６
時
ま
で

■
集
合
場
所

国
道
３
０
３
号
線

道
の
駅

「
星
の
ふ
る
さ
と
藤
橋
」
駐
車
場

■
作
業
場
所

藤
橋
県
有
林
内
（
標
高
８
５

０
メ
ー
ト
ル
）

集
合
場
所
か
ら
揖
北
林
道
を
経
由
し
て
林

道
最
奥
車
止
め
か
ら
徒
歩
１
時
間

■
作
業
内
容

予
定
地
（
０．

３
ヘ
ク
タ
ー

ル
）
に
、
各
自
で
ブ
ナ
な
ど
の
苗
を
運
び
、

植
え
付
け
る
。

■
参
加
資
格

山
の
自
然
再
生
に
関
心
を
よ

せ
る
方
、
山
中
で
作
業
に
従
事
で
き
る
方

な
ら
、
男
女
、
年
齢
は
問
い
ま
せ
ん
。

■
参
加
の
申
し
込
み
、
問
い
合
わ
せ

日
本
山
岳
会
岐
阜
支
部
「
権
現
の
森
林
」

づ
く
り
委
員
長

藤
井
法
道
ま
で
お
願
い

し
ま
す
。

℡
０
５
８
４
‐
７
５
‐
５
１
４
５

携
帯
０
９
０
‐
５
４
５
４
‐
７
０
６
９

労
働働
審審
判
制制
度度
に
つ
い
て

平
成
１８
年
４
月
か
ら
、
労
働
関
係
に
関
す

る
紛
争
を
迅
速
か
つ
適
性
に
処
理
し
、
実
効

的
な
解
決
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
労
働

審
判
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。

労
働
審
判
手
続
き
は
、
こ
こ
の
労
働
者
と

事
業
主
と
の
間
に
生
じ
た
労
働
関
係
に
関
す

る
紛
争
に
つ
い
て
、
裁
判
官
で
あ
る
労
働
審

判
官
と
労
働
関
係
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識

経
験
を
有
す
る
労
働
審
判
員
２
人
で
組
織
す

る
労
働
審
判
委
員
会
が
、
原
則
と
し
て
３
回

以
内
の
期
日
で
審
理
し
、
適
宜
調
停
を
試
み
、

調
停
が
ま
と
ま
ら
な
け
れ
ば
労
働
審
判
を
行

う
と
い
う
手
続
き
で
す
。

労
働
審
判
制
度
の
開
始
後
、
相
当
数
の
事

件
に
お
い
て
調
停
が
成
立
す
る
な
ど
、
労
働

関
係
に
関
す
る
紛
争
が
労
働
審
判
手
続
き
の

申
立
て
を
契
機
と
し
て
解
決
し
て
い
ま
す
。

労
働
審
判
手
続
き
に
お
い
て
は
、
当
事
者

が
早
期
に
適
格
な
主
張
・
立
証
を
行
う
こ
と

が
重
要
で
あ
る
た
め
、
制
度
の
利
用
に
当

た
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
法
律
の
専
門

家
で
あ
る
弁
護
士
に
相
談
す
る
こ
と
が
望
ま

し
い
で
し
ょ
う
。

【
お
問
い
合
せ
先
】
岐
阜
地
方
裁
判
所

℡
０
５
８
‐
２
６
２
‐
５
１
２
１

募募
集集
・
採採
用用
に
係係
る
年
齢齢
制制
限限
を
設設

け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。

１０
月
１
日
か
ら
雇
用
対
策
法
の
一
部
改
正

に
よ
り
募
集
・
採
用
に
係
る
年
齢
制
限
は
原

則
禁
止
と
な
り
ま
し
た
。

事
業
主
の
皆
様
に
は
、
年
齢
制
限
が
真
に

必
要
か
ど
う
か
再
度
ご
検
討
い
た
だ
き
、
労

働
者
の
適
性
、
能
力
、
経
験
、
技
能
等
の
程

度
の
み
に
よ
る
選
考
を
励
行
い
た
だ
く
と
と

も
に
、
年
齢
に
か
か
わ
り
な
く
均
等
な
応
募

の
機
会
を
与
え
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

※
原
則
、
募
集
・
採
用
に
あ
た
り
年
齢
制
限

を
設
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
合
理

的
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
限
り
例
外
的
に

年
齢
制
限
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

【
例
外
的
に
年
齢
制
限
が
認
め
ら
れ
る
場
合
】

○
定
年
年
齢
を
上
限
と
し
て
、
当
該
上
限
年

齢
未
満
の
労
働
者
を
期
間
の
定
め
の
な
い

労
働
契
約
の
対
象
と
し
て
募
集
・
採
用
す

る
場
合

○
労
働
基
準
法
等
法
令
の
規
定
に
よ
り
年
齢

制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合

○
長
期
勤
続
に
よ
る
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
図
る

観
点
か
ら
、
若
年
者
等
を
期
間
の
定
め
の

な
い
労
働
契
約
の
対
象
と
し
て
募
集
・
採

用
す
る
場
合

○
技
能
・
ノ
ウ
ハ
ウ
の
継
承
の
観
点
か
ら
特

定
の
職
種
に
お
い
て
労
働
者
数
が
相
当
程

度
少
な
い
特
定
の
年
齢
層
に
限
定
し
、
か

つ
、
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
の
対

象
と
し
て
募
集
・
採
用
す
る
場
合

○
芸
術
・
芸
能
の
分
野
に
お
け
る
表
現
の
真

実
性
等
の
要
請
が
あ
る
場
合

○
６０
歳
以
上
の
高
年
齢
者
又
は
特
定
の
年
齢

層
の
雇
用
を
促
進
す
る
施
策
（
国
の
施
策

を
活
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
限
る
。）の

対
象
と
の
な
る
も
の
に
限
定
し
て
募
集
・

採
用
す
る
場
合

【
お
問
い
合
せ
先
】
岐
阜
労
務
局

℡
０
５
８
‐
２
６
３
‐
５
５
１
９

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http
://w

w
w
.gifu-roudoukyoku.go.jp/

ま
た
は
お
近
く
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
ま
で
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揖
斐
川
町
役
場
へ

９
月
１４
日
�
、

ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ

ブ
国
際
協
会
三
三

四
‐
Ｂ
地
区
第
一

Ｒ
第
四
Ｚ
よ
り
揖

斐
川
図
書
館
の
ラ

イ
オ
ン
ズ
文
庫
へ

寄
付
金
５０
万
円
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。

あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

９
月
１９
日
�
、

五
十
川
は
ぎ
子
さ

ん
（
小
津
）
の
カ

ラ
オ
ケ
教
室
よ
り

チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
カ

ラ
オ
ケ
イ
ベ
ン
ト

で
集
ま
っ
た
募
金

１５
万
５５
円
を
車
椅

子
購
入
の
た
め
に

い
た
だ
き
ま
し
た
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

９
月
２７
日
�
、

ア
ー
ボ
株
式
会
社

な

れ

（
谷
汲
名
礼
）
の

す
ぎ
む
ら

代
表
取
締
役
杉
村

か
ず
の
り

和
敬
さ
ん
よ
り
教

育
の
振
興
の
た
め

に
寄
付
金
９０
万
円

を
い
た
だ
き
ま
し

た
。あ

り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

揖
斐
川
尚
和
園
へ

林

良
夫
さ
ん

北
方
三
区

梨

あ
た
た
か
い
善
意

緊
急
地地
震震
速速
報報
が
始
ま
り
ま
し
た
！

今
年
の
１０
月
１
日
か
ら
緊
急
地
震
速
報
が

ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
緊
急
地
震
速
報
と
は
、

最
大
震
度
５
弱
以
上
と
推
定
し
た
地
震
の
際

に
、
強
い
揺
れ
（
震
度
４
以
上
）
の
地
域
の

名
前
を
強
い
揺
れ
が
来
る
前
に
、
テ
レ
ビ
や

ラ
ジ
オ
で
お
知
ら
せ
す
る
も
の
で
す
。

た
だ
し
、
震
源
に
近
い
地
域
で
は
「
緊
急

地
震
速
報
」
が
強
い
揺
れ
に
間
に
合
わ
な
い

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

【
お
問
い
合
せ
先
】
気
象
庁
地
震
火
山
部
管

理
課

℡
０
３
‐
３
２
１
２
‐
８
３
４
１

日日
本本
司
法法
支
援
セ
ン
タ
ー
【
法法
テ
ラ
ス
】

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ーー
に
つ
い
て

日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
「
法
テ
ラ
ス
」

は
、
法
的
ト
ラ
ブ
ル
を
解
決
す
る
た
め
の
情

報
や
サ
ー
ビ
ス
を
全
国
ど
こ
で
も
受
け
ら
れ

る
よ
う
、
全
国
に
５０
ヵ
所
以
上
の
事
務
所
を

置
き
、
１８
年
１０
月
よ
り
以
下
の
業
務
を
開
始

し
ま
し
た
。

法
的
ト
ラ
ブ
ル
を
解
決
す
る
の
に
ど
の
よ

う
な
方
法
が
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
、
ど
こ

に
相
談
す
れ
ば
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
い
、
と

い
っ
た
と
き
は
、
法
テ
ラ
ス
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
ま
で
お
気
軽
に
お
電
話
く
だ
さ
い
。

○
情
報
提
供

法
的
ト
ラ
ブ
ル
の
解
決
に
役

立
つ
情
報
の
無
料
提
供

○
民
事
法
律
扶
助

資
力
の
乏
し
い
方
の
た

め
の
無
料
相
談
や
裁
判
費
用
な
ど
の
立
替
え

○
司
法
過
疎
対
策

弁
護
士
が
い
な
い
な
ど

法
律
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
難
し
い

地
域
で
の
適
切
な
料
金
で
の
法
律
サ
ー
ビ

ス
の
提
供

○
犯
罪
被
害
者
支
援

被
害
者
支
援
に
詳
し

い
弁
護
士
や
支
援
団
体
な
ど
に
関
す
る
情

報
の
無
料
提
供

○
国
選
弁
護
関
連
業
務

国
選
弁
護
人
を
確

保
し
、
捜
査
か
ら
裁
判
ま
で
一
貫
し
た
国

選
弁
護
体
制
の
整
備

・
法
テ
ラ
ス
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
一
般
相

談
）
０
５
７
０
‐
０
７
‐
８
３
７
４

・
法
テ
ラ
ス
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
犯
罪
被
害

者
相
談
）
０
５
７
０
‐
０
７
‐
９
７
１
４

・
法
テ
ラ
ス
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http
://w

w
w
.houterasu.or.jp

【
お
問
い
合
せ
先
】
日
本
司
法
支
援
セ
ン

タ
ー
岐
阜
地
方
事
務
所

℡
０
５
０
‐
３
３
８
３
‐
５
４
７
１

落落
と
し
物物
の
取
り
扱扱
い
が
変変
わ
り
ま
す
！

平
成
１９
年
１２
月
１０
日
か
ら
「
改
正
遺
失
物

法
」
が
施
行
さ
れ
、
落
と
し
物
の
取
扱
が
次

の
と
お
り
変
わ
り
ま
す
。

○
警
察
署
で
保
管
で
き
る
期
間
が
３
か
月
に

短
縮
さ
れ
ま
す
。

○
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
落
と
し
物
の
情
報
を

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
個
人
情
報
が
入
っ
た
落
と
し
物
は
、拾
っ
た

人
が
所
有
権
を
取
得
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

○
２
週
間
以
内
に
落
と
し
主
が
見
つ
か
ら
な

か
っ
た
傘
や
衣
類
な
ど
は
、
売
却
な
ど
の

処
理
を
し
ま
す
。

○
迷
い
犬
・
迷
い
猫
は
都
道
府
県
等
が
取
り

扱
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
警
察
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
下
さ
い
。（http

://w
w
w
.npa.go.jp

）

【
お
問
い
合
せ
先
】
揖
斐
警
察
署
会
計
課

℡
０
５
８
５
‐
２
３
‐
０
１
１
０

お
詫
び
と
訂
正

広
報
い
び
が
わ
１０
月
号
で
次
の
箇
所

に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
深
く

お
詫
び
し
次
の
と
お
り
訂
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SPA

いびがわ 特産品シリーズ ニラ（ユリ科）【韮】

ニラは栽培されていますが、逸出し野生化したニラが畦、道路脇や石垣の間などによく見
かけることが出来ます。ニラは東アジアの原産ですから日本には弥生時代、中国大陸から朝鮮
半島を経て持ち込まれたもので、食材としての歴史は大変旧いと言えます。夏から秋にかけて
長さ５０センチぐらいの花茎を出して、先端に白色の花を沢山散形花序につけます。白色花は６
枚の花被からなっています。
ニラには特有の匂いがあり、鱗茎から伸びる扁平な葉は柔らかく長さが３０㎝ほどの線形です。
葉を採り味噌汁に浮かべたり、味噌和え、ニラ粥、ニラ雑炊などとして食べます。強壮、強精、
下痢止めの効き目があります。戦後中国から引き揚げて来られた人達が盛んに餃子を食べたの
です。その影響か急激にニラの需要が増加し、栽培面積も増加しました。ニラの種子を乾燥し
たものが生薬の韮子（キュウシ）で腰痛、小便の回数が多いときに３０－４０粒をよく砕いて水で
服用します。

（岐阜薬科大学名誉教授 水野瑞夫）

みんなで温泉に入ってスタンプを集めよう！！
いび川温泉では、お客様へのサービスの一環として「スタンプカード」を実施しています。
温泉棟入場者１名につき１回スタンプを押します。スタンプが２０個貯まりますと、次回の入場が１名様に
限り「無料」となります。
全ての入場券がポイントの対象となり、グループやご家族での利用も可能ですので、ぜひともご活用くださ
い。なお、毎月２６日は「風呂の日」として「ポイント２倍デー」となりますので、皆さんお誘い合わせのうえ
「いび川温泉」をお楽しみください。

☆『お得な回数券』販売しています☆
回数券は１２枚綴りで大人５，０００円、子ども

３，０００円とお得な料金となっています。

また、「贈り物」として回数券をご利用く

ださい。「癒しの時間と空間」をプレゼント

してみてはいかがでしょう。

《スタンプカード》

【いび川温泉藤橋の湯 １１月の休館日】

１１月１日�・１１月８日�・１１月１５日�
１１月２２日�・１１月２９日�

皆様の日頃のご愛顧に感謝の意を込めまして優待券を提供させていただきます。
人数分を切り取ってご利用ください。

１ １枚につき２名様まで利用できます。
２ １名につき１５０円で入場ができます。
３ 有効期限は平成２０年３月３１日までです。 【お問い合せ先】

いび川温泉藤橋の湯 ℡５２－１１２６

優 待 券優 待 券優 待 券優 待 券優 待 券

いい湯便り
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